
２
※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。 ２.　１.　７

障
害
者
控
除
の
認
定
書

　
所
得
税
の
確
定
申
告
や
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
を
行
う
際
に
、

障
害
者
控
除
を
受
け
る
た
め
に
使

用
す
る
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
」
を
発
行
し
ま
す
。

　
【
対
象
】次
の
①
～
③
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方

　
①
介
護
保
険
の
要
介
護
・
要
支

援
認
定
を
受
け
て
い
る
方
②
知
的

障
害
者（
軽
度
・
中
度
・
重
度
）ま

た
は
身
体
障
害
者（
１
級
～
６
級
）

に
準
じ
る
方
③
元
年
１２
月
３１
日
現

在
、
市
内
在
住
の
６５
歳
以
上
の
方

　
【
ご
注
意
】障
害
者
手
帳
な
ど
を

お
持
ち
の
方
も
、
障
害
者
控
除
を

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

介
護
認
定
に
基
づ
く
「
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」
の
内
容
に

よ
っ
て
は
、
障
害
者
手
帳
を
提
示

し
た
場
合
よ
り
大
き
な
控
除
（
特

別
障
害
者
控
除
）
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
不
明

の
場
合
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

いお
む
つ
代
を
医
療
費 

控
除
と
し
て
申
告
す
る

た

め

の

書

類

　
寝
た
き
り
状
態
な
ど
の
た
め
に

使
用
し
て
い
る
お
む
つ
代
を
医
療

費
控
除
の
対
象
と
し
て
申
告
す
る

場
合
、
医
師
が
発
行
す
る
「
お
む

つ
使
用
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

◎
主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確
認

し
た
書
類
で
代
用
で
き
る
方

　
お
む
つ
代
を
医
療
費
控
除
と
し

て
申
告
す
る
の
が
２
年
目
以
降
の

場
合
は
、
市
が
発
行
す
る
「
主
治

医
意
見
書
の
内
容
を
確
認
し
た
書

類
」
で
代
用
で
き
ま
す
。

　
【
対
象
】次
の
①
～
③
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方

　
①
昨
年
度
も
お
む
つ
代
を
医
療

費
控
除
と
し
て
申
告
し
て
い
る
方

で
、
令
和
元
年
分
の
税
申
告
で
も
、

引
き
続
き
お
む
つ
代
を
医
療
費
控

除
と
し
て
申
告
す
る
方
②
介
護
保

険
の
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受

け
て
い
る
方
③
主
治
医
意
見
書
の

内
容
に
よ
り
、「
寝
た
き
り
状
態

に
あ
る
こ
と
」
お
よ
び
「
尿
失
禁

発
生
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
」
が

確
認
で
き
る
方

　
※
該
当
し
な
い
方
は
、
医
師
か

ら
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
の
発

行
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
介
護

サ
ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
７

７
（
内
線
２
５
５
３
～
２
５
５

７
）
へ
。

日
中
一
時
支
援
事
業 

介

護

人

　
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

障
害
者
（
児
）
の
方
の
日
中
一
時

支
援
事
業
の
介
護
人
（
ヘ
ル

パ
ー
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
障

害
が
あ
る
方
の
地
域
生
活
を
一
緒

に
支
援
す
る
お
仕
事
で
す
。
利
用

者
の
利
用
時
間
に
合
わ
せ
て
、
１

時
間
か
ら
で
も
働
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
【
内
容
】セ
ン
タ
ー
内
で
の
障
害

者
（
児
）
の
日
中
活
動
の
支
援
な

ど
　
【
資
格
】ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
、
介

護
福
祉
士
な
ど
。

　
※
施
設
内
研
修
を
３
日
間
行
う

た
め
資
格
が
な
く
て
も
可
。

　
【
時
給
】１
０
１
３
円

視

覚

障

害

者 

ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー

　
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は

視
覚
障
害
者
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

　
【
内
容
】視
覚
障
害
者
に
対
す
る

外
出
の
支
援
（
外
出
先
で
必
要
な

視
覚
的
情
報
の
支
援
な
ど
）

　
【
資
格
】同
行
援
護
従
業
者
養
成

研
修
（
一
般
課
程
お
よ
び
応
用
課

程
）
を
修
了
し
た
方

　
【
時
給
】１
２
０
０
円
か
ら

　
【
そ
の
他
】短
時
間
の
ガ
イ
ド
が

で
き
る
方
を
歓
迎
し
ま
す

共

通

事

項

　
詳
し
く
は
、
さ
い
わ
い
福
祉
セ

ン
タ
ー
☎
４
７
７
・
２
７
１
１
、

フ
ァ
ク
ス（
４
７
７・２
７
５
０
）

へ
。

　
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、
健
康
管
理
や
医
療
に

対
す
る
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く

た
め
、
１
月
下
旬
に
対
象
者
へ
医

療
費
等
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

　
【
内
容
】診
療
年
月
、
医
療
機
関

な
ど
の
名
称
、
診
療
実
日
数
、
医

療
費
の
総
額
（
１０
割
分
）
な
ど
。

　
※
医
療
費
の
総
額
に
は
、
自
由

診
療
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
、
保

険
適
用
外
の
額
は
含
み
ま
せ
ん
。

　
【
対
象
】平
成
３０
年
９
月
～
令
和

元
年
８
月
の
間
に
、
医
科・歯
科・

調
剤
な
ど
の
１
カ
月
の
医
療
費
の

総
額
が
５
万
円
を
超
え
る
月
が
あ

る
方
。

　
※
す
べ
て
の
被
保
険
者
へ
発
送

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
【
そ
の
他
】こ
の
通
知
に
よ
る
手

続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係
☎
４
７
０
・
７
８
４
６
へ
。

　
今
年
４
月
に
小
・
中

学
校
に
入
学
す
る
お
子

さ
ん
の
保
護
者
を
対
象

に
、
入
学
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。
日
程
は
下

表
の
通
り
で
す
。
必
ず

ご
出
席
く
だ
さ
い
。

　
【
持
ち
物
】上
履
き
、

筆
記
用
具

　
詳
し
く
は
入
学
す
る

各
小
・
中
学
校
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

元
年
度
外
部
評
価
結
果
を

　
　
　
　
　
　
　
　
公
表
し
ま
す

　
市
で
は
、
市
が
実
施
し
た
事
務

事
業
評
価
の
妥
当
性
を
検
証
す
る

と
と
も
に
、
効
果
的
・
効
率
的
な

事
務
執
行
に
向
け
た
改
善
策
な
ど

の
提
言
を
得
る
た
め
、
事
務
事
業

に
関
す
る
外
部
評
価
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
学
識
経
験
者
お
よ

び
公
募
市
民
の
委
員
か
ら
構
成
さ

れ
る
事
務
事
業
に
関
す
る
外
部
評

価
会
議
に
お
い
て
、
元
年
度
事
務

事
業
に
関
す
る
外
部
評
価
が
実
施

さ
れ
、
そ
の
結
果
が
取
り
ま
と
め

ら
れ
ま
し
た
の
で
公
表
し
ま
す
。

　
【
閲
覧
期
間
・
場
所
】１
月
７
日

（
火
）
か
ら
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
１
階
）、
中
央
・
滝
山
・

東
部
・
ひ
ば
り
が
丘
の
各
図
書
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ

ま
す

　
詳
し
く
は
行
政
管
理
課
☎
４
７

０
・
８
０
３
１
へ
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

カ
ー
ド
の
受
取
期
間
は
、
交
付
通

知
後
１
カ
月
以
内
と
ご
案
内
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
期
間
が
経
過
し

た
方
も
、市
民
課（
市
役
所
１
階
）

で
受
け
取
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
す

で
に
市
外
に
転
出
さ
れ
て
い
る
方

は
、
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

個
人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド
も
引
き

続
き
保
管
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま

だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
方
は
同
課

で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

土
曜
開
庁
を
行
い
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
通
知

カ
ー
ド
を
受
け
取
る
た
め
の
土
曜

窓
口
を
次
の
通
り
開
設
し
ま
す
。

平
日
の
来
庁
が
難
し
い
方
は
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
サ
ポ
ー
ト
（
無
料

の
写
真
撮
影
な
ど
）
も
行
っ
て
い

ま
す
。

　
【
日
時
】２
月
１５
日
（
土
）
午
前

９
時
～
午
後
１
時

　
【
会
場
】市
民
課（
市
役
所
１
階
）

　
【
ご
注
意
】混
雑
が
予
想
さ
れ
ま

す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て

ご
来
庁
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
市
民
課
住
民
記
録
係

☎
４
７
０
・
７
７
２
２
へ
。

　
元
年
１１
月
～
１２
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
を
１
月
１５
日
（
水
）
に
指

定
預
金
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

利
用
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入
金

が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】「
児
童
扶
養
手
当
現

況
届
」
の
提
出
が
な
い
方
ま
た
は

不
備
書
類
が
あ
る
方
は
、
１
月
に

手
当
が
振
り
込
ま
れ
ま
せ
ん
。
１

月
以
降
に
当
該
現
況
届
、
不
備
書

類
を
提
出
し
た
場
合
は
、
提
出
し

た
翌
月
の
振
り
込
み
に
な
り
ま
す

の
で
、
な
る
べ
く
早
め
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０

・

７
７
３
６
へ
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
私
た
ち
の

健
康
と
生
命
を
守
る
大
切
な
制
度

で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
健
全
な

運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
被
保
険
者
　

　
【
診
療
件
数
】２
万
４
４
１
１
件

　
【
診
療
費
】５
億
６
６
６
４
万
７

６
３
２
円（
前
年
度
比
８９・５
％
）

▼
１
件
あ
た
り
の
金
額
＝
２
万
３

２
１
３
円

　
※
出
典
は
「
国
民
健
康
保
険
毎

月
事
業
状
況
報
告
（
１０
月
報
）」

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
へ
。

　
健
康
管
理
や
医
療
に
対
す
る
認

識
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
２

月
上
旬
に
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
へ
医
療
費
通
知
の
お
知
ら
せ

を
発
送
し
ま
す
。

　
【
対
象
期
間
】平
成
３０
年
１１
月
～

令
和
元
年
１０
月

　
【
内
容
】診
療
年
月
、
医
療
機
関

な
ど
の
名
称
、
診
療
実
日
数
、
医

療
費
の
総
額
（
１０
割
分
）、
被
保

険
者
負
担
額
な
ど
。

　
※
医
療
費
の
金
額
に
は
、
自
由

診
療
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
、
保

険
適
用
外
の
額
は
含
み
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
へ
。

会
議
を
開
催
し
ま
す

　
地
域
自
立
支
援
協
議
会
は
、
地

域
で
暮
ら
す
障
害
の
あ
る
方
に
向

け
た
相
談
支
援
体
制
の
整
備
や
関

係
機
関
と
の
連
携
、
課
題
の
共
有

を
行
う
場
と
し
て
、
設
置
に
努
め

る
よ
う
障
害
者
総
合
支
援
法
で
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
、
第
５
期
障
害
福
祉

計
画
・
第
１
期
障
害
児
福
祉
計
画

の
点
検
・
評
価
を
中
心
に
議
論
し

て
き
ま
し
た
。

　
次
回
の
第
４
回
地
域
自
立
支
援

協
議
会
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら

の
質
疑
応
答
な
ど
の
時
間
を
設
け

る
予
定
で
す
。
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ

さ
い
。

　
【
日
時
】１
月
２１
日
（
火
）
午
後

６
時
開
会
（
５
時
４５
分
開
場
）

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　
【
内
容
】第
５
期
障
害
福
祉
計
画

の
点
検
・
評
価
ほ
か

　
【
そ
の
他
】手
話
通
訳
あ
り

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
地
域
支

援
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
７
、
ま

た
は
フ
ァ
ク
ス
（
４
７
５
・
８
１

８
１
）
へ
。

　
東
久
留
米
市
立
図
書
館
協
議
会

設
置
条
例
に
基
づ
き
図
書
館
協
議

会
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
任
期
】２
年
間
（
２
年
４
月
１

日
～
４
年
３
月
３１
日
）

　
【
応
募
資
格
】市
内
に
在
住
、
通

勤
、
ま
た
は
通
学
し
て
い
る
１８
歳

以
上
（
２
年
１
月
１
日
時
点
）
の

方
（
高
校
生
不
可
）
で
、
年
３
回

程
度
、
平
日
に
中
央
図
書
館
ま
た

は
市
役
所
で
開
催
す
る
協
議
会
に

出
席
で
き
る
方

　
【
募
集
人
数
】２
人

　
【
報
酬
】市
の
規
定
に
よ
る

　
申
し
込
み
は
２
月
１２
日
（
水
）

ま
で
に
、
任
意
の
用
紙
に
８
０
０

字
以
内
で「
応
募
の
動
機
」と「
こ

れ
か
ら
の
図
書
館
に
必
要
だ
と
思

う
こ
と
」
に
つ
い
て
記
入
の
上
、

図
書
館
協
議
会
委
員
応
募
受
付
票

（
中
央
図
書
館
事
務
室
で
配
布
、

ま
た
は
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
取
得
）
を
添
え
、
中
央
図
書
館

宛
て
郵
送
ま
た
は
開
館
日
の
午
前

９
時
～
午
後
５
時
１５
分
に
直
接
同

館
２
階
事
務
室
へ
。

　
詳
し
く
は
同
館
業
務
係
☎
４
７

５
・
４
６
４
６
へ
。

２ 年度新入学児童・生徒入学説明会日程表
小学校

学校名 日時 会場 電話番号
第一小学校 ２月 ７日（金）午後 ２時４５分

視聴覚室
４７１・００１４

第二小学校 １月３１日（金）午後 ２時１５分 ４７１・０１３４
第三小学校 １月３１日（金）午後 ２時 ４７１・０１０４
第五小学校 ２月１０日（月）午後 ２時 体育館 ４６１・５８４３
第六小学校 ２月１０日（月）午後 ２時４５分

視聴覚室
４７１・５３７０

第七小学校 ２月１０日（月）午後 ２時 ４７１・０１１４
第九小学校 ２月 ４日（火）午後 ２時４５分 ４７１・７５４８
第十小学校 ２月 ７日（金）午後 ３時 体育館 ４７３・９１９６
小山小学校 ２月２１日（金）午後 ２時 視聴覚室 ４７４・１６９１
神宝小学校 ２月１７日（月）午後 ２時 図書室 ４７４・４１０８
南町小学校 ２月 ４日（火）午後 ２時 ４６１・２６６２
本村小学校 ２月 ７日（金）午後 ２時 視聴覚室 ４７４・０４０４

中学校
学校名 日時 会場 電話番号

久留米中学校 １月２４日（金）午後 ２時 多目的室 ４７１・００３０
東中学校 １月１８日（土）午後 ２時 第 ２技術室 ４７１・２７６５
西中学校 ２月 ５日（水）午後 ２時半

体育館

４７１・４４００
南中学校 ２月 ６日（木）午後 ２時半 ４２１・９５７３
大門中学校 １月１８日（土）午後 ２時 ４７４・１７５３
下里中学校 ２月１９日（水）午後 ３時 ４７３・７１１５
中央中学校 ２月１５日（土）午後 ２時 ４７３・８８８１

２年度に入学する
児童・生徒の

ご家庭へ入学説明会を
開催します

医
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者
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療
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す

国
民
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険

元
年
７
月
分
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療
費
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ら
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さ
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福
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ー

日
中
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時
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図
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介
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た
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い
て
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イ
ナ
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バ
ー（
個
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号
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と

個
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通
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カ
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つ
い
て

第
４
回
地
域
自
立
支
援
協
議
会


